
生殖における男性の当事者性・再考
出生前検査に対峙した男性たちの役割カテゴリーの実践に着目して

齋藤 圭介＊

これまでのジェンダー研究は，生殖の当事者は女性の
ㅡ
み
ㅡ
だと考えており，男

性を生殖の当事者とはみなしてこなかった．しかし，生殖にかんする新しい医
療技術の普及により，男性もまた生殖の当事者であることが再認識されつつあ
る．ジェンダー研究がこれまで依拠してきた議論フレーム（自己身体 自己決
定）では適切に論じることができない状況が生じており，男性の生殖経験の解
明はジェンダー研究が取り組むべき現代的課題といえる．
そこで本稿は新しい医療技術の例として出生前検査を取りあげ，この検査を
受検／検討した男性たち 10 名へのインタビュー調査の分析をもとに，男性が
生殖の〈当事者であること〉を示すために用いた言語資源と依拠した役割カテ
ゴリーを明らかにした．男性たちは，「自分たち」「自分の子」「2 人の子」と
いった言語資源を用いて，複数の役割カテゴリーのうちとくに親役割の実践を
とおして当事者化することで生殖にかかわっていることがわかった．
分析の結果，男性の生殖経験の特徴として 2つの知見を導出できた．1つは，
生殖における男性の主体化のプロセスは，将来の親役割を予期して当事者化す
るという間接的なプロセスをふむことである．もう 1つは，男性が親役割の実
践をとおして生殖における当事者としてふるまうさい，個々の男性の意図とは
独立して，議論の構造的に家父長制的なニュアンスが含まれてしまうことであ
る．
キーワード：生殖，自己決定，出生前検査

1 問いの所在 生殖論における男性の位置づけをめぐって

1.1 与件としての身体差にもとづく生殖経験の断絶
1.1.1 〈自己身体 自己決定〉という議論フレーム1)の功罪
ジェンダー研究において，生殖にまつわる経験（以下，生殖経験）は，男女で異
なることが自明の前提とされてきた．男女が有する生殖機能の違いを根拠に，生殖
経験は女性に特有のものだと考えられてきた．たしかに男性は，お腹のなかで子を
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育むことも，じっさいに子を産むことも，また乳房からの授乳もできない．生殖に
まつわる身体変化が女性にしか生じないことを与件とすれば，子をいつ産むか，何
人産むか，どのような子を産むか，といった選択は，妊娠・出産の当事者である女
性が決めるべきことがらといえる．国や社会（法制度），医療者やその他専門職，
家制度や家族が当事者の女性に代わって決めるべきでないのはもちろんのこと，パ
ートナーである男性が決めるべきことがらでもないといえる．
女性の生殖についての自己決定を尊重する考え方は，いまではリプロダクティブ
ヘルス／ライツとして広く理解されている．この考え方は基本的人権の 1つとして
現代社会では浸透しつつあるが，フェミニズム思想史によれば，生殖にまつわる女
性の自己決定権はながいあいだ㚽ろにされてきたという（水田［1979］1994; 荻野
2002, 2014）．この考え方が浸透しつつあるのは，女性たちが家父長制と格闘して
きたながい歴史とその成果のおかげである．
生殖における女性の権利を確立していく過程で とくに人工妊娠中絶擁護の歴
史的文脈で ，フェミニズム思想が援用した強力なロジックの 1つに（性的）自
己決定権がある．フェミニズム思想は，家父長制権力からの女性身体への介入をな
くすべきだと主張するさいの根拠として，生殖は女性身体上で生じている私的領域
の問題であり，当事者である女性個人が決定できるべきだ，というリベラリズム思
想を援用した主張を展開してきた（江原編 2001）．生殖は，経験的には男女双方が
かかわっており当事者が 2人いる関係の問題だといえるが，リベラリズムを援用し
た自己身体 自己決定の議論フレームのもとでは，複雑で解決困難な倫理的ジレン
マをはらむ生殖を女性個人の自己決定のもと一太刀に解決しうるかのように議論を
構成することが可能となる．
フェミニズム思想が，自己身体 自

ㅡ
己
ㅡ
決定の主張をせねばならなかったのは，自

己身体 他
ㅡ
者
ㅡ
決定が厳然とあったことの証左であろう．フェミニズム思想は，自己

身体 自己決定の議論フレームに依拠して生殖を論じることで，国家・社会（法制
度），医療者・専門職，家族，なかでもパートナーである男性からの生殖への不当
なかかわりを家父長制権力の悪しき介入だとして痛烈な批判をすることができた．
フェミニズム思想から影響を多分に受けているジェンダー研究では，生殖におけ
る女性の自己決定権を強調するあまり，妊婦の傍らにいる男性についての経験的な
調査は積極的には試みられてこなかった2)．むしろ，男性の生殖経験は，そんなも
のはそもそも存在しないと一蹴されるか，あるいは生殖における男性の当事者性を
考察しようものならば，そうした問題関心は「家父長的なロジック」（牟田 2009:
84）だとして切り捨てられ，次のように批判されてきた．

身も蓋もなく言ってしまえば，父は子の出生においては，一度の性交によっ
て精子を提供しただけで，それ以外の，受精し胚胎し生命として胎児として成
長していく過程，そして出産によって人として出生することは全部，母体で起
こる．……それなのに，なぜ出生の瞬間から（正確には出生前の胎児の時点に
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おいても），父は母と同等の資格で親だといえるのだろうか？
……たとえてみれば，材料の半分を提供したとしても，その後の，苦労の多
い製作の作業に何も関わらなかったのに，できた製品の半分は自分のものだ，
と主張するとすれば，あまりに強欲といわれるのではないだろうか？（牟田
2009: 82-3）

生殖を女性の問題としてのみ扱う自己身体 自己決定の議論フレームでは，妻の
妊娠期間をともに過ごし，その過程で妻とともに悩みᷤ藤を抱え，苦楽をともにし
てきた男性の生殖経験は考慮に値しないものとみなされている．むしろ考慮し

ㅡ
て
ㅡ
は
ㅡ

い
ㅡ
け
ㅡ
な
ㅡ
い
ㅡ
も
ㅡ
の
ㅡ
（なぜなら考慮することは「家父長的なロジック」そのものだから）

として扱われてきたとさえいえる．妊婦の傍らにいる男性は，意志をもってはいけ
ない透明人間として，あるいは女性の自己決定に不当に介入する悪しき家父長制権
力の象徴として，この議論フレームにおいてはステレオタイプ化されて否定的に言
及されるだけであった3)．
自己身体 自己決定の議論フレームを強調すればするほど，生殖は女性の問題と
してのみ議論が構築されていき，その帰結として生殖についての責任や負担を女性
のみが負うことになる．同時に，生殖にかかわる男性の存在を不可視化・周縁化し，
男性を生殖の当事者として正面から論じる余地はなくなっていく．いわば生殖と女
性のあいだに等号（生殖＝女性）を強化するがゆえに，生殖と男性のあいだに等号
否定（生殖≠男性）を招いてしまう．
1.1.2 生殖論における男性不在への問題提起
他方，自己身体 自己決定の議論フレームの問題点を深刻に受け止め，生殖論に
おける男性の不在を問題提起するフェミニズム思想の系譜もある．たとえばフェミ
ニズム理論家の江原由美子は，「妊娠は男女両方が関わって生じた事態なのに，妊
娠を境にして時間が切断され，妊娠という身体状態が，女性の身体に生じる事態だ
からということを理由として，文脈から切り離されていく．この時に，男性の関与
が，きれいに消去されていく」（江原［2002］2012: 57）．このように，「妊娠という
出来事は，男性身体と女性身体の双方が関与して起こる事柄として『構築』されて
もよいはず」だが，フェミニズム思想をはじめ社会通念においてさえも「『女性の
身体の問題』であるかのように『構築』されて」（江原［2002］2012: 237）いると
指摘する4)．
これまでの生殖論における男性の当事者性をめぐる議論は，極端な男性像 透
明人間か家父長制の象徴か で男性を表象するか，生殖論における男性の不在を
問題提起するか，であった．しかし，生殖にかんする新しい医療技術が開発・導入
されたことで，自己身体 自己決定の議論フレームでは適切に論じることができな
い新たな状況が生じている．生殖論における男性不在の問題提起で満足することな
く，その先へ議論を進めることが求められている．
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1.2 出生前検査の普及と生殖観の変化
1.2.1 新しい医療技術の導入と当事者のᷤ藤
妊娠・出産は，選択の余地のない自然な営みと考えられてきたが，いまやさまざ
まな医療技術が介入する（場合によっては介入すべき）対象として考えられはじめ
ている．生殖が医療化されていくなかで，妊婦やその夫が妊娠期間にとりうる多く
の選択肢が新たに生み出された．新たな医療技術は患者の選択肢を広げる一方，こ
れまで患者が意識しないですんでいたことを顕在化したり，患者の考え方を水路付
けたり，自己決定できる選択肢の範囲を規定したりすることが指摘されてきた（柘
植 2012: 210-5）．
生殖のありようを大きく変えた医療技術の 1つに出生前検査／出生前診断がある．
出生前検査とは，産前に胎児の健康状態（特定の遺伝子異常を含む）を診断もしく
は予測するための技術の総称である（山中 2017: 33）．羊水検査，絨毛検査，超音
波検査，母体血清マーカー，新型出生前診断（NIPT）5)などがある．前二者は侵襲
的・確定的検査法，後三者は非侵襲的・非確定的検査法である．一般的には，非確
定的検査を受検し，胎児に疾患の確率が高い場合に確定的検査に進むという手順を
踏む．出生前診断とは，出生前検査の結果をもとに医師が行う診断のことである．
診断後に胎児の状態によっては中絶へとつながる懸念から，新たな出生前検査の技
術が開発されるたびに優生学との関係で社会的な議論を巻き起こしてきた（利光
2012）．
出生前検査は，妊婦や夫がこれまで意識する必要がなかった生殖における新たな
領域を作り出し，当事者の生殖経験を増やした．出生前検査が普及する以前は，子
を産むか産まないかの選択はあったが，どのような子を産むかという選択は存在し
ていなかった．選択肢が存在しないときには考えなくてもよかったことが，選択肢
があるがゆえに考えざるをえなくなる．これまでと同じこと（自然に任す）をして
いるだけであっても，その選択をした理由（〈受検しないこと〉を選択した理由）
が求められる状況になる．出生前検査が普及したことで，受検の是非とその結果を
ふまえた中絶手術の是非について優生学的な判断を当事者は求められることになり，
倫理的なᷤ藤を抱え悩むことになる（菅野 2013）．
1.2.2 出生前検査がもたらす男性の当事者性の強化
出生前検査について一連の判断をする当事者はいったい誰なのか．自己身体 自
己決定の議論フレームによれば，出生前検査にかかわるいずれのことがらも，妊婦
がすべてを決めることが望ましい．しかし，出生前検査の普及は，3つの点から男
性の当事者性をあらためて浮き彫りにし，受検について判断する当事者を女性個人
から夫婦単位に広げていった．
1つに，妊娠期間中，出生前検査の受検とその結果をふまえた中絶手術が選択可
能となったがゆえに，選択についての判断とその責任を女性だけが負うことのない
ように臨床遺伝専門医・認定遺伝カウンセラー同席のもと，夫婦単位でのカウンセ
リングや意思決定6)が認定実施医療機関では原則とされている．子の父親である夫
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も当事者として意思決定に積極的にかかわることが推奨されている（日本産科婦人
科学会 2021）．選択するという行為が夫にも求められることで，その選択への責任
という自覚をとおして，通常の妊娠経過にくらべ当事者性をより強く夫に芽生えさ
せる契機になっている．
2つに，生殖において自己決定の機会が増えるとともに，その自己決定を行う根
拠が女性固有の身体感覚から切り離され，数字や確率といった脱身体化された視覚
優位のデータとなってきた（菅野 2007: 91-2）．結果，男女がともに共有可能な生
殖経験をする場面が登場している（齋藤 2020: 164-5）．争点が妊婦の身体感覚に
拠らない数値データとなることで，とくに侵襲性が低い検査の受検の是非をめぐる
判断の主体は女性個人よりも夫婦単位となりやすい．
3つに，これまで女性のみが妊娠・出産する性であり，妊娠にかんする医療技術
の検査や治療の対象とみなされてきたが，いまや胎児の遺伝性疾患を精密に検査す
るさい父親の遺伝子情報も重要な検査対象となっている．胎児を母体から独立した
ものとみなす医学的まなざしにより，男性を受精の当事者そして胎児の遺伝情報の
保有者として再認識することになった．
胎児の健康状態は妊婦だけの関心事ではなく，子の養育をともに担うことになる
夫にとっても当然の関心事である．時間的制約があるなかで倫理的なᷤ藤を生じさ
せる選択を自己決定しなければならないプレッシャーは，妊婦のみでなく夫にも課
される．結果，生殖をめぐる夫婦間の対話がより強く要請されることになる．受検
について，夫婦はたがいの自己決定を持ち寄り，どのような子を産むのか，育てる
のか，あるいはどのような子であれば中絶するのかについて話し合いを繰り返し行
い，夫婦としての意思決定という落としどころを見出していると考えられる．妊婦
である妻にとって，夫は透明人間や悪しき家父長制の象徴ではなく，子育てにとも
に臨むパートナーである．母親である自分とともに子の親になる夫（父親）の意向
は，妻にとって簡単に無視できるものではないだろう．

1.3 本稿の問い
自己身体 自己決定の議論フレームに依拠する既存のジェンダー研究は，男女の
身体差を根拠に男性を生殖の当事者として認識してこなかった（＝生殖の女性化）．
他方，出生前検査の普及を鑑みれば，生殖におけるもう 1人の当事者として男性が
果たしている役割は決して小さくない（＝生殖における男性の当事者性の強化）．
相互に排他的なこの 2つの主張を，ジェンダー研究としていかに論じることができ
るのか．換言すれば，ジェンダー研究が取り組むべき現代的な課題は，江原編
（1996）や江原（［2002］2012）らによる問題提起を引き継ぎ，生殖における男性の
存在を透明人間とみなして無視したり家父長制の象徴として過剰に誇張したりとい
った素朴な二項対立を避けて，それらと異なる語り方で生殖における男性の当事者
性を論じる方法を探求することだといえる．
そこで本稿は，出生前検査を受検／検討した男性たちへのインタビュー調査にも
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とづき，彼らが何を考え，いかなる思いで妻との話し合いに臨み，妻とともにいか
なる意思決定をしたと理解しているのかを記述する．そのうえで彼らが生殖の当事
者であることを示すために用いている表現やレトリック（以下，言語資源）と依拠
した役割カテゴリーを明らかにすることをめざす．男性が当事者として生殖経験を
語るさいの特徴を経験的な調査から析出することで，生殖と男性の関係を論じるジ
ェンダー研究が今後議論すべき論点を明確化することができるだろう．
本稿の問題関心は，自己身体 自己決定の議論フレームと対立する問題関心にみ
えるかもしれない．妻が妊娠中の男性の生殖経験を問う試みは，これまでの議論の
前提であったこの議論フレームとのあいだで緊張関係を生じさせるおそれがあるか
らだ．しかし，これまで不可視化・周縁化，あるいは過度に誇張されてきた生殖に
おける男性の存在をもう 1人の当事者として生殖論に適切に位置づけなおす試みは，
これまでのフェミニズム思想やジェンダー研究の問題関心から矛盾なく導くことが
できる．生殖において男性が，無責任，フリーライダー，透明人間，家父長制の象
徴など，なんらかのかたちで問題視されてきたのであれば，フェミニズム思想やジ
ェンダー研究が（潜在的に）有している生殖における男性の望ましいかかわりとい
う規範が前提にあることになるからだ．生殖における男性の望ましいかかわりとい
う規範に照らしてはじめて，それを十分に全うしていない／逸脱している男性が問
題視されてきたはずなのだから．
構成は以下のとおり．2節で調査概要を述べる．3節で対象者の語りを親役割の
実践に着目して分析する．4節で頻出する言語資源について考察する．5節で本稿
の知見をまとめる．

2 調 査 概 要

2.1 調査対象者の属性
本稿の分析は共同研究者と実施した出生前検査を受検／検討した 10 人の男性へ
の半構造化インタビュー調査7)に基づく（表 1）．おもな質問内容は，妊娠・出産時
の経験（妊娠の経緯，情報源，職場環境など），出生前検査をめぐる経験（各検査
の知識，受検の経験，意思決定の経緯など），プロフィールである．父親の育児サ
ポートをしている団体のMLを介して対象者を募集したほか，個人HP等で出生前
検査の受検を公表している男性に連絡をとりインタビューをお願いした．全員が法
律婚をしており離婚協議中や別居中の対象者はいない．また医療関係職に従事して
いたり，生殖観に強い影響を与える特定の宗教に直接かかわりがある対象者もいな
い8)．

2.2 分析の手続きと留意点
男性が生殖の当事者性を示すさい，親，父親，夫の 3つの役割カテゴリーがある
ことをふまえ9)，それらの使い分けに着目した．MAXQDAを用いてデータをコー
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表
⚑

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
対
象
者
一
覧

ID
本
人

妻
子

超
音
波
N
T
ク
ワ
ト
ロ

テ
ス
ト

羊
水
検
査

職
種

妻
の
就
労

備
考
（
検
査
の
受
検
状
況
，
そ
の
他
）

実
施
日

地
域

A
43
歳
42
歳
3
人

◯
？

？
◯

◯
？

？
×

◯
？

？
×

◯
×

×
×

◯
×

◯
×

◯
×

×
×

◯
×

×
×

◯
◯

◯
×

◯
◯

◯
◯

◯
×

×
×

研
究
職

な
し

（
元
建
築
士
）

第
1
子
に
障
害

1
人
目
は
受
検
せ
ず
．
2
人
目
，
3
人
目
は
羊
水
検
査

20
18
/9
/5

関
東

B
34
歳
40
歳
4
人

教
育
職

な
し

（
元
教
員
）

第
1
子
に
障
害

2
人
目
以
降
は
説
明
さ
れ
た
が
受
け
な
か
っ
た

20
18
/9
/5

関
東

C
34
歳
33
歳
3
人

技
術
職

な
し

（
元
看
護
師
）

受
検
せ
ず

こ
れ
以
上
お
金
を
使
い
た
く
な
い

20
18
/9
/1
9

中
部

D
39
歳
36
歳
1
人

会
社
経
営

フ
ル
タ
イ
ム

（
事
務
職
）

受
検
せ
ず

2
人
目
で
あ
れ
ば
検
討
す
る
か
も

20
18
/9
/2
2

関
東

E
42
歳
41
歳
2
人

事
務
職

フ
ル
タ
イ
ム

（
事
務
職
）

2
人
目
で
夫
主
導
で
母
体
血
清
マ
ー
カ
検
査
受
検

20
18
/1
0/
6

関
東

F
44
歳
42
歳
2
人

会
社
経
営

な
し
（
元
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
）

2
人
目
で
説
明
さ
れ
た
が
夫
主
導
で
受
検
せ
ず

20
18
/1
0/
7

北
陸

G
41
歳
37
歳
2
人

技
術
職

な
し

（
元
幼
稚
園
教
諭
）

受
検
せ
ず

知
ら
な
か
っ
た
．
3
人
目
も
受
け
な
い
だ
ろ
う

20
18
/1
2/
17

関
東

H
38
歳
29
歳
0
人

事
務
職

フ
ル
タ
イ
ム

（
事
務
職
）

妊
娠
中

N
IP
T
を
妻
の
希
望
で
受
検
．
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
付
き
添
い

20
19
/7
/8

関
東

I/
J
43
歳
42
歳
2
人

事
務
職

自
由
業

夫
婦
,第
2子
妊
娠
初
期
に
胎
児
の
異
常
が
疑
わ
れ
，
羊
水
検
査
を
受
検

第
2子
に
障
害

20
19
/7
/2
8

中
国

K
40
歳
39
歳
1
人

研
究
職

フ
ル
タ
イ
ム

（
事
務
職
）

受
検
せ
ず

検
査
は
知
っ
て
い
た
が
夫
婦
と
も
意
向
な
し

20
19
/8
/2

○
：
受
診
，
×
：
非
受
診
，
？
：
不
明
．
年
齢
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
．

関
東



ド化し10)，役割カテゴリーと出生前検査の受検の有無で 3 × 2 のクロス表を作成
して対象者の語りを整理して分析を進めた．
分析では以下の 2 点に留意した．1 つはデータの性格である．本調査は男性

（夫）側のみへのインタビューであるため（J さんのみ妻同席），夫が何を考えどう
行動したのか，その経験をどのように調査者に伝えたのか，という点しか明らかに
できない．そのため夫が「妻と対等に話し合った」と語ったからといって，その語
りを事実だと素朴に考えることはできない．夫個人の認識の位相と夫が調査者に対
して回答をする位相は峻別したうえで議論・考察する必要があるからだ11)．とく
に後者の位相については，優生学への批判的言及や夫婦で決めるべきといった規範
がすでに対象者の側にあることが想定できる．対象者はこうした規範を前提に，そ
れと合致したり齟齬をきたしたりする語りをしている．規範に沿った模範的な語り
をしている場合でも，模範的な語りをしている事実それ自体を分析の対象とした．
もう 1つは対象者の自己決定は社会的制約があるなかで行われていることである．
社会通念上の役割規範（男性であれば父親／夫役割，女性であれば母親／妻役割）
が個人に与える影響は，とりわけ生殖という文脈では男女できわめて非対称である．
母性神話，男性への稼ぎ手期待などの性別役割分担のイデオロギーをはじめ，社会
構造的な影響下にある夫婦の就労形態・収入格差，実親・義親の意向なども対象者
の自己決定やそれをふまえた夫婦の意思決定に影響があるだろう．当事者の決定は
役割規範の磁場のなかで行われていることを前提として分析をした．
3節の分析では，3 つの役割カテゴリーのうち対象者の語りでもっとも多く言及
されている親役割の実践に着目した．親役割の実践をとおして当事者であることを
男性が示すさい，いかなる言語資源を用いているのかを明らかにする．

3 分 析

3.1 受検した男性たちの語り
3.1.1 いまの生活を維持するために第 2子だから受検
出生前検査の受検を決めた理由に，「第 2 子だから」という理由を複数の対象者
が挙げた．この「第 2子だから」という表現が意味しているのは，第 2子に障害が
あった場合，いまの生活（自分，妻，第 1子）が大きく変容することへの懸念であ
る．
Eさん夫婦は共働きで多忙であるため，夫婦と第 1子の生活を第一に考えて第 2
子に出生前検査を受けることを決めたという．親亡き後に障害を抱えた第 2子の唯
一の肉親となる第 1子への想いについて，Eさんは次のように語る．

：じゃ次男の方の時に，どういう経緯で？
E：まあ要は共働きでやってて，〔夫婦で〕2人とも大変だと思ってるわけです
よ．〔子が〕2 人になったら，その大変の度合いが倍になったっていうことに
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なるんですけど．で，そこで何かあってもこの生活が回らないよねっていう，
その下の子ができた時に，ってなった時に，それは上の子にとってどうなんだ
ろうって結局会話をして，じゃ受けましょうと．で，受けて，数字を見るまで
に，結果を見る前に意思決定をしておいて，出たら，それはやめる，出産はし
ないっていうことを決めてました．それは夫婦で．（E 255-6）12)

Eさん夫婦は，結婚当初から子を望んでいたが 4年間できず，最終的に体外授精
をして第 1子をもうけた．妊娠・出産までに大きなハードルがあった分，第 1子へ
の愛情が人一倍あると E さんは語る．子は一人っ子でもよいと考えていたが，そ
の後に第 2 子の自然妊娠が判明した．もし 2 人目を産むことになった場合，「何か
あってもこの生活が回らない」と判断し，「上の子にとってどうなんだろう」と考
えたという．そして，「上の子のため」という理由で，障害が判明した場合には中
絶することを前提に母体血清マーカー検査を受けたいとEさんは妻に伝えている．
「〔妻は〕出生前検査についてまあ，やってもやらなくてもっていう感じでしたね．
やったらば，納得してましたけど」（E 260）と Eさんは妻の状況を理解していた．
Eさんが受検を決めた動機は，「上の子のため」だったという．すでにいる子の
生活を守ることを優先するという親役割の実践をとおして，Eさんはこの検査に向
き合ったといえる．つまり，上の子の親であることを根拠に，男性である自分を検
査について判断しうる当事者とみなしている．
なお，Eさんは，上の子の妊娠・出産までに夫婦で大きなハードルを超えなけれ
ばならなかったことを強調することで，夫婦で苦労して体外授精で妊娠した上の子
と，その後に自然妊娠した下の子にたいし，妊娠中に異なる選択（上の子のために，
下の子だけ選

ㅡ
ぶ
ㅡ
段階をふむ）をした理由を説明している．さらに，受検後に妻も納

得したと語ることで，受検の判断をしたことが間違っていなかったと Eさん自身
が理解していることを示している．
3.1.2 子を守る親という存在
H さんはインタビュー時に妻が第 1 子を妊娠中であり，妻の強い希望で NIPT
を受検したという．受検については妻の自己決定を尊重しつつも，話し合いの過程
でHさんは自分の考えを一貫して妻に伝えたという．

：〔奥さんは検査を受けて〕安心したとか何かおっしゃってましたでしょ
うか．
H：安心はしたみたいです，はい．ほんと，究極なことも〔妻は〕最初言って
たんです．もし障害が，そういうのが出たら，もう，最悪，中絶するみたいな
っていう選択肢も，何か，なくはないって，……私，そんなのは考えられない
でしょう？とは言ったんですけど，……私は中絶するっていう選択肢は，もう，
はなからないので，そんなの．……2人の間に産まれてくるんだからって．こ
の子守るの 2人でしょう？って，……はっきり言ったのもあって，それも安心
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したとは言ってましたけど．おんなじように同調されたら，私はさらに不安に
なってたとは言ってましたが．
：じゃあ，奥さんの心の中でも，ちょっとᷤ藤があったから．

H：相当あったみたいです．（H 99-104）

何があっても産みたい（妻に産んでほしい）と Hさんが思った理由は，妻と自
分の 2人の子だからだという．受検をするさい結果によっては中絶も選択肢に入れ
ていた妻にたいして，「そんな選択肢はやめなさい」（H 100）と Hさんは自分の考
えを明確に伝えている．「この子を守るのは他の誰でもない親なので，それがどう
いう結果が出たとしても責任があるというか，それが当たり前だと」（H 195）考え
ていたHさんは，出生前検査をとおして親になる自覚を考えさせられたという．
Hさんの「2人の子だから結果にかかわらず産みたい」も妻の「結果によっては
中絶したい」も当事者としての判断である．夫婦としての意思決定をするさい，H
さんと妻はそれぞれの自己決定を持ち寄り話し合いが必要となった．そのさい H
さんは，子に対して責任があるのは親なので中絶をしたくないという子への想いを
語っている．親役割の実践をとおして妻と同じ親になることではじめて，H さん
は妻と対等に生殖を語る資格を有することができたといえる．
中絶をしたくないという確たる意思を妻に示し続けたことで，結果として妻は安
心したという理解を Hさんはしている．E さんと同じく，妻が「安心した」こと
を示すことで，自分の親としての判断が間違っていなかったことを示している．
3.1.3 自分たち夫婦ならやっていけるという判断
3 人の子がいる Aさんは，いずれの子のときにも妻の妊娠期間のあいだ産婦人
科の検診へほぼすべて同行しており，立ち会い出産も 3人全員にしている．子育て
も積極的に担っており，子への関心が高い男性ということがインタビュー時の様子
からは伺えた．
Aさんの第 1 子はダウン症であり13)，第 2 子と第 3 子の妊娠期間にそれぞれ羊
水検査を受けている．出生前検査の情報は妻が率先して集めたが，羊水検査の受検
は妻が高齢出産になる年齢であったことから夫婦で話し合って決めたとAさんは
語る．

：〔2人目 3人目で羊水検査を受けたのは〕どういう経緯で．
A：「受けますか」ってやっぱ〔医師から〕言われて，「じゃあ，取りあえず受
けとく？」っていう話で．で，2人目ももし障害だと心の準備を相当しとかな
きゃなって話だったんで．
：それはもうお 2人も合意して．

A：そうです．
：もうどちらかが渋ったとかそういうことは．

A：特にないですね．……〔中絶をする選択肢も〕特になかったです．
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：心の準備を．
A：そんなところぐらいですね．……〔子が〕2 人〔とも〕障害を持ってる
……パパ友とかが 2人，3 人知ってたんで，だから，そういった方々見てて，
特にと言ったらおかしいですけど，何か特別っていうことはないなと思いまし
た．……何とか自分たちでやってけるでしょうぐらいにしか思っていませんで
した．（A 401-12）

ダウン症の第 1子をすでに育てている経験から，第 2子第 3子の障害の有無にか
かわらず，どのような結果が出ても「自分たち」ならばやっていけると思い，羊水
検査は心の準備のためだけに受検したという．
羊水検査を受検したものの中絶を考えていない理由として，障害を抱えた 2人の
子を育てているパパ友に言及したのち，「自分たちでやってけるでしょう」とAさ
んは語った．ダウン症の第 1子の親である自分たちならば，第 2子以降に染色体異
常があっても育てていける自信がある，という発言だといえる．ここでの「自分た
ち」は，子に対する親である自分たち夫婦という意味である．「〔親である〕自分た
ち」という複数形の表現を用いることで，Aさんは妻とともに生殖の当事者であ
ることを実践している．
3.1.4 妻の悩みを解消するために受検
J さん夫婦は，第 2子妊娠時に羊水検査を受けており，ダウン症が判明している．
対象者のなかで唯一，妻（Iさん）が同席してインタビューを実施した．
第 2子の妊娠初期に胎児に異常がある可能性を医師から伝えられ，妻は腹部エコ
ーなど多くの検査を毎週受診していた．しかし診断は一向に確定せず，経過観察し
かできなかったという．妻は，生まれてからじゃないと治療ができないと医師から
いわれ，「もう毎週そんだけ検査してても何も結局分かんないわけですよ．腹部エ
コーしかできないし」（J 289）という状態で，できる検査があればなんでも受けた
かったという．
J さんによると，出生前検査の受検について夫婦の意向は最初から一致していた
という．妻は切迫流産の危険もあったため入院しており，入院期間のあいだに関連
する情報をインターネットなどで徹底的に調べていた．自分たちで得ることができ
る情報はすべて得たうえで，最終手段として確定診断である羊水検査の受検を Jさ
ん夫婦は決めている．J さんは「羊水検査がしたいわけでもなかった．向こう〔医
師〕がそういう提案をしてきて，そんなんがあるんやったらやってみるみたいな」
（J 292）と，受検に至る経緯を語ってくれた．妻の妊娠経過を気遣っていた J さん
は，経過観察しかできないという妻の悩みが少しでも解消するならばという想いで
受検に同意したという．羊水検査の受検を決めるさい，J さんは妻を気遣う夫とし
て判断するという夫役割を実践している．
受検後の中絶の是非については，母親との対比のなかで父親役割の実践を強調し
た語りも一部にみられたが，これまでの男性たちと同様に親役割の実践をとおして
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J さんは判断していたといえる．当時の夫婦の話し合いを振り返るさい，J さんは
妻のお腹の子にたいして「自分の子」という表現を繰り返し用いている．羊水検査
により第 2子にダウン症が確定した後，J さんは「自分の子」だから産んでほしい
と妻に明確に伝えている．

J：産むときに，結局，一番子どもに携わるんは旦那さんより奥さんのほうが
携わるけん，嫁さんがもう産むん嫌やって言うんだったらそれはそれで．……
納得しようと思っとったけど，それより先に僕は，自分の子どもやけん，もし
ええんやったら産んでほしいっていうんは先に伝えたら，ええって言ったんで，
ああ，よし，じゃあ，OKやと思って．（J 784-6）

妊娠の継続については妻に最終的な判断を任せているが，「自分の子どもやけん，
もしええんやったら産んでほしい」と Jさんは自分の希望を伝え，妻の側もそれを
受けて妊娠の継続を決めている．妻は夫の想いを聞いたことで，「旦那がこういう
感じなので，『もううちの子やん』って言われたら，『ああ，そっか』みたいになっ
て前向きになれる」と語っている（J 744）．
J さんは状況に応じて実践する役割カテゴリーを使い分けながら，生殖の当事者
としてかかわっていることが指摘できる．

3.2 受検しなかった男性たちの語り
3.2.1 「自分たち」なら大丈夫という自信
養護学校の教員である Bさんには 4人の子がおり，第 1子には 18 トリソミーの
疾患がある．第 2子以降の妊娠時に医師から出生前検査について説明を受けている
が，いずれのときにも受検していない．その理由は，「もう結局，分かったところ
でっていうのが最初にあるんで，それが分かったら，じゃあどうするのかっていう．
まあ，少なくとも長女を育ててる自信もありますし，障害がどうこう，あんまり気
にせずに」（B 81）という心境だったと語る．障害を抱える第 1 子を育てている自
信と経験から，第 2子以降は子を選ばないことを選んでいる．

：出生前検査についても，もうお 2人で合意されて？
B：そうですね．でも最後のときは，4人目んときは，「『もうやんない』」って
言っといたから」って言って，奥さんが勝手に言っといたみたいですけど．
：それってじゃあ，もしまた染色体異常の子が生まれても……．

B：そうですね．まあ，自分たちなら大丈夫だっていう考えでいるんで．（B
559-62）

養護学校の教員という職業柄，B さんは障害児のケアに慣れており，18 トリソ
ミーの第 1子のケアや第 2子第 3子の双子の育児にも積極的に取り組んでいる．第
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4 子のときには Bさんの妻は出生前検査の受検を「もうやんない」と断っている．
妻が「勝手に」受検の是非を判断したというエピソードを語ることで，夫婦のあい
だで明示的な合意はなかったものの，夫婦の意向は一致していたことを示している．
これまでの男性たちと同じく子に言及するさい，Bさんの主語は「自分たち」と
複数形になっている．この表現を用いることで，Bさんは親役割の実践をとおして
妻とともに男性である自分も受検の是非について判断しうる生殖の当事者であるこ
とを示している．
3.2.2 第 1子と第 2子に同じコンセプトで接したい
第 2子以降の受検については男性も多様な意見をもっている．ここまでの男性た
ちとは異なる理由から，Fさんは第 2子妊娠時に受検をしていない．

F：結局，最終的な結論からお話をすると，もし遺伝子異常とかいろんなもの
が見つかったとしたときに，今度はじゃあ，下ろす・下ろさないみたいな話も
あるわけじゃないですか．
：ええ．羊水検査受けますけど，それでもまた所見が出たら，もう．

F：だから，それが出ちゃってからの判断のほうが多分できないんじゃないの
って，私は〔妻に〕説明したんです．だったら元々受けずに，……もしそれで
障害児とか生まれたとしても，それは人間としての試練で，それを乗り越えて
くっていうのは，われわれに課されたものになるからということで，妻と話を
したのが最終的なところかなと思います．……〔妻は〕本当に悩んでましたね，
やっぱりそこは．……一応してみたほうがいいんじゃないかなっていうところ
も半々でしたね，完全に．
：半々で．……もしも半々だとしたならば，ご主人が，「いや，やっぱり，

じゃあ心配だから受けようよ」って言ったら受けてたか．
F：受けてたと思います．（F 154-66）

Fさん夫婦は子をもつことを強く希望していたが，妊娠はするもののなかなか出
産に至らず，妻は不育症と診断されていた．「ちょうど心音が動く直前に，大体流
れちゃうんです．それが多分本当 3 カ月，4 カ月，半年おきぐらいに多分 3～4 回
繰り返したんです．2 年間ぐらい，だから本当に子供ができなくて」，「1 回授かっ
て喜んで落とされてっていう繰り返しで」妻の精神状態は悪くなっていったという
（F 28）．
F さん夫婦は，治療により第 1 子を無事に出産後，第 2 子妊娠時に医師から
NIPT の説明を受けた．中絶可能な週数までの短い期間に夫婦としての意思決定を
求められ，Fさんによると，夫婦で悩みᷤ藤を抱えながらも徹底的に話し合い，結
果としてFさん主導で受検しないことを決めたという．

F：1 人目は多分どんな子でも，もし障害があったとしても，多分喜べたと思
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いますんで．だから 2人目も同じコンセプトとして，ちゃんと考えてあげない
とかわいそうじゃないですか．そこは統一したかったかなというところはあり
ます．でもニュースで〔NIPT は〕ばんばんやってたんで，やっぱ気になって
ましたよね，
：……せっかくあるし，情報提供されて，教えてもらってるのに，「受け

ない．結構です」って言うわけですもんね．
F：そうですね．……〔妻には受検しないことを〕一応，納得はしてもらいま
した．いつまでにって，期間限定じゃないですか．すぐ答え出さなきゃいけな
い位置に来てたんで．（F 176-94）

F さんが第 2 子に NIPT の受検をしないと決めた理由は，第 1 子の妊娠までに
「苦難がやっぱり大きかった」からだという．「本当に 1人目のときは，もう諦めよ
うかみたいな，ぎりぎりのラインまでちょっといって」いて，「今の長男が生まれ
たときっていうのは，非常に……強い喜びがあった」から，第 2 子にも親として
「同じコンセプト」のもと接したかったという（F 30-8）．
Fさんは，Eさんとは逆の選択をしている．Fさんは「同じコンセプトで接した
い」という理由で非受検を決めている．Fさんは妻が不育症だったため夫婦で苦し
んだ経験を経て，第 1子を出産できて大いに喜んだ．だ

ㅡ
か
ㅡ
ら
ㅡ
こ
ㅡ
そ
ㅡ
第 2子も同じ気持

ちで受け入れたいから受検をしない選択をした．他方 Eさんは，上の子のためと
いう理由で受検を決めている．Eさんは苦難を経たのちの体外授精でもうけた第 1
子への愛情がとりわけ強く，だ

ㅡ
か
ㅡ
ら
ㅡ
こ
ㅡ
そ
ㅡ
自然妊娠でできた第 2子については第 1子

への負担とならないように中絶を選択肢にいれて受検した．F さんと E さんの親
としての選択はまったく異なる．興味深いのは，第 2子に受検をする／しないとい
う正反対の判断の根拠を，子を想う親であるからという同じ動機で語っていること
だ．

4 考察 男性の生殖経験の特徴

4.1 頻出する言語資源 「自分たち」「自分の子」「2人の子」の解釈
対象者は妻のお腹の子について言及するさい，子を語る主語として「自分たち」
や子にたいして「自分の子」「2 人の子」という表現を頻繁に用いていた．頻出す
るこれらの表現は，男性である自分を生殖の当事者であると指し示すさいの重要な
言語資源となっている．これらの言語資源を男性が用いることで，自分の身体と直
接的な結びつきがない子との関係を，自分と関係があるものとして他者に示すこと
ができる．
男性が，夫役割や父親役割ではなく，親役割として生殖にかかわっていることは
重要な意味をもつ．子と身体的に直接の結びつきがある母親である女性と，子と身
体的に距離がある父親である男性のあいだには，当事者性に大きな違いがあると一
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般的に考えられている．そのため，夫や父親という男性性を有する役割カテゴリー
では，生殖へのかかわりの正当性は確保しにくい．しかし，女性と同じ親役割を実
践することをとおしてならば，男性は妻（母親）と同じ親としてふるまうことがで
き，生殖へのかかわりの正当性を確保しやすい．換言すれば，男性は子に対する非
ジェンダー的な親役割の実践をとおして当事者化することではじめて，子について
語る「優先的資格」（西阪［1997］2012: 86）を得ており，子と身体的に直接の結び
つきがある女性と同じ立場で男性である自分を生殖の当事者であるとみなすことが
できている．
本稿の対象者は当事者として生殖を語るための言語資源を相対的に多くもった男
性であったといえる（2.1参照）．そうした男性であっても，妊娠中は妻を介してし
か子にアクセスすることができない．そのため出産後の親役割を予期して，その役
割カテゴリーをḪ及的に妊娠中の子に適用することで男性は当事者性を示すことに
なる．「自分たち」「自分の子」「2 人の子」という言語資源で男性である自分のか
かわりを強調して親役割を実践することは，出生前検査について判断をする当事者
としての立場を正当化するためのロジックである．この間接的ともいえる生殖にお
ける男性の当事者化のプロセスこそが男性の生殖経験の特徴の 1つといえる．

4.2 〈非ジェンダー的な親役割の実践〉の解釈
対象者は自身の男性というジェンダーを意識せずに，非ジェンダー的な役割カテ
ゴリーである親として，「自分たち」「自分の子」「2 人の子」という言語資源を用
いて生殖を語ってくれた．男性の当事者化のプロセスである非ジェンダー的な親役
割の実践の解釈には，ジェンダー研究の立場から大きく 2つの論点を指摘できる．
1つは，男性が夫や父親としてではなく親として生殖を語ることは，現実にある
ジェンダー差を考慮していない語りだとして批判的に解釈することができる点だ．
生殖を論じるさい，妊娠する身体の女

ㅡ
親と妊娠しない身体の男

ㅡ
親がいる．男親であ

る「自分たち」が「自分の子」「2 人の子」のことを慮って生殖の当事者としてふ
るまうことは，出生前検査に直面している妊婦にとって両義的な存在になる．妻が
倫理的な判断をするさい，パートナーである夫の存在は心理的負担を分有できると
いう点で頼もしい存在となりうる一方，男性が親としてふるまうときには男性の関
心は子へと注がれており，妊娠している女性身体は相対的に軽視されうる危険があ
る．夫婦の意思決定を経たのち，いかなる医療技術も最終的に介入するのは女性身
体であり，その意思決定の帰結は男女で対等ではない．受検をめぐり意思決定をす
るのは複数の親だが，その決定を受けいれるのは単数の親という状況が生じる．出
生前検査をめぐり夫婦が意思決定にいたる想いは同じではなく，緊張関係にあるこ
とも珍しくないだろう．妻の自己決定と一致しない場合は男性の当事者性が妻にた
いして暴力とさえなりうる．
もう 1つは，生殖の当事者化にともなう男性のジレンマである．男性は妻のお腹
の子と向き合い，その子の親として当事者化していた．親役割は一般的に男性にも
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期待されているし，対象者もその一般的期待に沿って親としての経験を語ってくれ
た．親役割の実践は，男性たちにとってはごく自然な生殖における当事者化のプロ
セスであり，だからこそ頻出する語りであった．しかし 1つめの論点で指摘したと
おり，子の親として男性が生殖に真摯に向き合うプロセスそのものに，構造的に家
父長制的介入を想起させてしまう契機がある．つまり，男性の当事者化のロジック
である親役割の実践に，個々の男性の意図とは独立して家父長制的ニュアンスが不
可避に埋め込まれている．責任感がありよき親であろうとする男性は，生殖に真摯
に向き合えば向き合うほど，当事者化をめぐる男性固有のジレンマに直面すること
になる．

5 結 論

本稿は，出生前検査に対峙した男性たち14)が受検の是非をめぐり親役割の実践
をとおして当事者化しているさまを分析・考察してきた．男性の語りで共通してい
たのは，受検の是非にかかわりなく，状況に応じて役割カテゴリーを使い分け，そ
れらの実践をとおして当事者としてふるまい夫婦の意思決定にかかわっていること
だ．分析の結果，男性たちが親役割の実践をとおして当事者化し生殖にかかわろう
とするとき，「自分たち」「自分の子」「2 人の子」といった言語資源を用いている
ことがわかった．また男性が当事者として生殖を語るときには構造的に生じる問題
があり，男性が生殖を語ることには固有の難しさがあることも明らかになった．
本稿は，自己身体 自己決定の議論フレームに依拠する先行研究の系譜にたいし
ては，男性の生殖経験を透明人間ないし家父長制の象徴といった静態的かつ二項対
立の枠組みで表象してきた問題点を指摘し，生殖における男性のかかわりを組み込
んだ生殖論の必要性を指摘した．同時に，生殖論に男性のかかわりを組み込む必要
性を問題提起している先行研究の系譜にたいしては，経験的な調査にもとづく具体
的な分析とその考察を示した．本稿の知見は，出生前検査にかんする男性の生殖経
験には，動態的かつ重層的なリアリティ 特徴的な言語資源を用いながら複数の
役割カテゴリーを実践することをとおして，生殖の当事者としてふるまう男性たち
の経験 があることを明らかにしたことである．
自己身体 自己決定の議論フレームでは適切に捉えられない夫婦の意思決定の位
相をジェンダー研究が論じるためには，男性の生殖経験は解くべき大きな課題とい
える（齋藤 2017: 212-7）．男性の生殖経験の特徴を役割カテゴリーの実践という
視座から析出する本稿の作業は，そのための第一歩である．

［謝辞］ 調査にご協力いただいた皆さまに深謝いたします．また本研究は JSPS 科研費 16K13410，
17K13855 の助成を受けたものです．共同研究者（菅野摂子氏，柘植あづみ氏，田中俊之氏）およ
び匿名の査読者 2名からは本稿の改善にとって貴重なコメントを多くいただきました．記して感謝
申し上げます．

72（4) 482



［注］
1） ある事柄を説明するさいに用いられる概念群や特徴的な議論の仕方をさす．
2） 男性学の研究動向においても同様である．男性学がおもに議論してきたのは，妊娠前

ㅡ
の性暴

力，避妊，不妊等の論点あるいは妊娠後
ㅡ
（出産後）の養育についての論点である．妻が妊娠中

ㅡ

の男性の生殖経験は 出生前検査が普及する以前にも男性が有していたものだが 男性学
においても主要な論点となってこなかった（齋藤 2009, 2020）．
3） フェミニズム思想の自己決定権の議論は，何に対する決定を想定しているのかという点で 2
つの水準がある．1つは胎児に対する女性の自己身体への決定権である（対胎児モデル）．もう
1つはより広義の男性（家父長制）に対する自己決定権である（対男性モデル）（江原編 1996:
367-73; 江原［2002］2012: 38-57）．生命倫理学や中絶をめぐる議論の文脈では，対胎児モデル
がもっぱら焦点となってきた．自己決定権を対胎児モデルのことだと考えると，たとえば中絶
に追い込まれた女性をとりまく社会的文脈を適切に考慮できない．他方，対男性モデルでは，
つねに女性と対立する悪しき家父長制の象徴としてのみ男性が想定される．つまり生殖におけ
る男性は，対胎児モデルでは透明人間として，対男性モデルでは家父長制の象徴としてのみ表
象されてきたといえる．
4） 女性の身体上で生起する生殖という現象に男性のかかわりを組み込んで議論を展開すること
は，フェミニズム思想にとって両義的な効果をうむ．フェミニズム思想は，リベラリズムの
「忠実な継承者」であるのと同時にリベラリズムに対する「一貫した抵抗の拠点」でもあり，
複雑な関係をもちつつ展開してきた（江原編 2001: ⅳ）．なお，フェミニズム思想の立場から，
リベラリズムとのあいだにある緊張関係やジレンマをふまえて生殖における男性のかかわりに
言及している論考に江原編（1996: 367-73），永田えり子（1997: 283-328），山根純佳（2004:
198-201）などがある．
5） NIPT の特徴は，羊水・絨毛検査にくらべ胎児・母体への侵襲性が低く，母体血清マーカー
検査にくらべ精度が高く，妊娠 10 週以降の早期で診断可能なことである．建前上は条件にあ
う該当者のみが認定施設で遺伝カウンセリングを受けたあとに受検するが，認定外施設で受検
することは難しくない．倫理的・社会的・法制度的な課題を抱えながらも着実に普及している．
6） 本稿は自己決定と意思決定を区別して用いる．自己決定の主体はあくまで個人（女性，男
性）であり，各自の自己決定を持ち寄り話し合うなかで夫婦としての意思決定を行っていると
考える．両者を区別することで，意思決定に内在する複数の自己決定の緊張関係を考察できる．
7） 実施にあたり，事前に調査趣旨の説明書を送付し当日は調査の目的等をあらためて伝え書面
にて同意を得た．承諾を得てインタビューを録音し，文字起こしを送付して確認をお願いした．
1回のインタビューはおよそ 2時間である．
8） 本調査は妻が妊娠中のHさんを除き，妻が出産後に行っているため回顧的な語りをきいてい
る．受検・非受検ともに結果的に障害児であった／なかったという事実が現在の語りに影響を
与えている可能性はある．なお，受検して子の障害が判明した対象者は J さんのみである．非
受検で出産後に子の障害が判明した対象者はいない．
9） 西阪仰（［1997］2012: 81-2）が，H. Sacks の議論を紹介しながら述べているように，「ある
カテゴリーが適切であるとき，たんに個々の単一のカテゴリーだけではなく，同時にカテゴリ
ーの集

ㅡ
合
ㅡ
が適切となる」（強調原文）．また，「それぞれのカテゴリー（の担い手）は，とりわ

け同じ集合の他のカテゴリー（の担い手）にたいし特定のかかわり方をすることが，一般的に，
もしくは規範的に期待されている」．これらの指摘をふまえると，男性である対象者にとって，
生殖を論じるときにレリヴァントな役割カテゴリーは親，父親，夫である．子のことを考えて
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男性が受検の是非を判断するさいに男性は親役割（⇔子）を，母親である妻と向き合うさいに
父親役割（⇔母親）を，妻の身体や妊娠経過を気遣うさいには夫役割（⇔妻）を実践している
といえる．役割カテゴリーには，それぞれ一般的に期待される規範がある．男性は，それぞれ
が有するカテゴリー集合を状況に応じて使い分けながら，生殖において当事者であることを示
している．

10） 親役割／父親役割の語り（親／父親としての責任，子への気遣い，稼得役割の遂行など）と
して各 6 個のコードを，夫役割の語り（妻との話し合い，妻へのサポート，妊娠期間の行動制
限など）として 5個のコードを析出した．

11） 2 つの位相の区別については，柘植あづみ（1999: 206）を参照した．
12） 括弧内の数字は対象者確認済みファイルのMAXQDAの該当行を示す．以下，引用は同じ表
記とする．

13） 対象者のうち，障害を抱えた子をもつ親として語ってくれたのは A，B，J さんである．子
がなんらかの障害を抱えているという事実は，男性が「障害児の親としての語り」をすること
を可能にしている．「障害児の親としての語り」は，男性の生殖の当事者性を強化する言語資
源として利用されていることが示唆される．

14） 医療技術の進歩は，生殖の当事者が自己決定をせねばならない選択肢の数をさらに増やして
いくことはほぼ間違いないだろう．出生前検査は，男性の当事者性を強化する契機となってい
たが，男性の当事者性を強化する医療技術もあれば，弱化する医療技術もあるのかもしれない．
医療技術ごとに個別の議論が必要であろう．
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Rethinking Male Involvement in Reproduction:
Focusing on the Practice of Role Categories in Men Who Confronted
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Gender studies have considered only women, not men, as parties involved in the
reproduction process. However, with the increase in novel reproduction related
medical technologies, men’s involvement in reproduction is being reaffirmed. The
frame of argument（self-body-self-determination）that gender studies rely on can
only inadequately discuss this situation. The elucidation of men’ s reproductive
experiences is a contemporary issue that gender studies should address.
Therefore, this paper focuses on prenatal testing as an example of new medical
technology. Based on the analysis of interviews with ten men who underwent/cons-
idered this test, this paper clarifies theʠlinguistic resourcesʡandʠrole categor-
iesʡmen relied on to indicate theirʠbeing a partyʡto reproduction. It found that
theʠlinguistic resourcesʡwereʠourselves,ʡʠmy child,ʡandʠour child,ʡand
the men involved themselves in reproduction by practicingʠparental roleʡamong
multiple role categories.
As a result, this paper derived two characteristics of men’ s reproductive
experiences: (1)Male subjectification process in reproduction is anticipating and
becoming involved in the future parental role. This can be called an indirect
process. (2)The main rhetoric of male subjectification in reproduction, that is, the
practice of parental role, contains patriarchal nuances in the structure of the
argument, independent of individual men’s intentions.
Key words: reproduction, right to self-determination, prenatal diagnosis
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